
☎ 267 5111

大洗町議会定例会のお知らせ
　9月17日（火）から27日（金）まで、第 3回議会定例会
が開催されます。
　皆さんお誘い合わせのうえ、傍聴にお越しください。

9月17日（火）

本会議
9 : 30

平成24年度決算説明
議案審議

委員会
13 : 00 建設経済常任委員会審査

9月18日（水）

本会議
9 : 30 一般質問

委員会
13 : 00 建設経済常任委員会審査

9月19日（木）

本会議
9 : 30 一般質問

委員会
13 : 00 文教厚生常任委員会審査

9月20日（金）

本会議
9 : 30 一般質問

委員会
13 : 00 文教厚生常任委員会審査

9月24日（火） 委員会
9 : 30 総務常任委員会審査

9月27日（金） 本会議
9 : 30 常任委員会審査報告等

場　　所　本会議　役場 3階議場
委員会　役場 3階会議室

問 合 せ　議会事務局（内線 301・302）

介護予防教室「腰痛・膝痛予防体操」
　正しい知識と体操で腰痛と膝痛を予防し、活動的な毎
日を過ごしましょう。理学療法士が原因や予防法につい
て、実技をまじえてお話しします。
日　　時　10月11日（金）　14 : 00 ～ 15 : 30
場　　所　大洗町健康福祉センター（ゆっくら健康館）1階
講　　師　水戸赤十字病院　理学療法士　鈴木 紀美惠
　　　　　　　　　　　　　理学療法士　吉沢 隆弘
対 象 者　町民で腰痛・膝痛を予防したい方（先着30名）

※治療中の方はご遠慮ください
参 加 費　無料
申込み／問合せ　福祉課 介護保険係（内線 155・156）

9月は「茨城県認知症を知る月間」です
　茨城県では毎年 9月を「茨城県認知症を知る月間」
としています。この月は、認知症に対する正しい理解の
普及・啓発に関する各種広報活動や認知症サポーター養
成講座等を実施して、県民誰もが認知症について理解
し、認知症高齢者およびその介護家族が安心してくらす
ことができる地域づくりを進めています。
　本町でも、認知症サポーター養成講座や講演会などを
開催していますので、ぜひご参加ください。
◆認知症サポーター養成講座
認知症について正しく理解し、認知症の人と接する
時の心構えや適切な対応を学び、認知症の人や家族を
支えていこうという取り組みをしています。
◆講演会の開催
認知症を正しく知るための講演会を、今年度は11
月に予定しております。近くなりましたら広報等でお
知らせいたしますので、お気軽にご参加ください。

問 合 せ　福祉課 介護保険係（内線 155）

訂 正 と お 詫 び
　「週報おおあらい」第1537号（平成25年 8月
21日）にてお知らせいたしました、戦没者遺児に
よる慰霊友好親善事業参加者募集について、一部申
込みが終了している地域がありましたので、下記の
とおり訂正をしてお詫びいたします。
申込が終了している地域

①旧満州　②西部ニューギニア　③アッツ島
④旧ソ連　⑤中国（1次）　⑥マリアナ諸島
⑦東部ニューギニア（ 1次）
⑧ボルネオ・マレー半島

申込可能な地域

⑨トラック・パラオ諸島　⑩ソロモン諸島
⑪フィリピン（ 1次）　⑫ミャンマー・ベトナム（1次）
⑬台湾・バシー海峡　⑭東部ニューギニア（ 2次）
⑮ミャンマー・インド（ 2次）
⑯フィリピン（ 2次）　⑰中国（ 2次）

申 込 み　茨城県遺族連合会　☎ 221－4002
問 合 せ　福祉課 社会福祉係（内線 151）

「住まいの復興給付金｣ につきまして
　本制度は、平成26年 4月 1日から予定されている段
階的な消費税率の引上げに伴い、東日本大震災により被
害が生じた住宅の被災時の所有者が、引上げ後の消費税

率が適用される期間に、新たに住宅を建築・購入、また
は被災住宅を補修し、その住宅に居住している場合に給
付を受けることができる制度です。
対象住宅　建築の場合→床面積が13㎡以上であること

購入の場合→床面積が50㎡以上であること
補修の場合→被災を受けた住宅であること
　（但し、工事費が100万円以上の補修に限る）

給 付 額

＜消費税率 8％時＞

建築・購入 床面積（㎡）×5,130円×
再取得住宅の『持分割合』

補修（全壊） 床面積（㎡）×1,680円
補修（大規模半壊） 床面積（㎡）×1,650円
補修（半壊・床上浸水） 床面積（㎡）×1,380円
補修（一部損壊・床下浸水） 床面積（㎡）×840円
　＜消費税率10％時＞

建築・購入 床面積（㎡）×8,550円×
再取得住宅の『持分割合』

補修（全壊） 床面積（㎡）×2,800円
補修（大規模半壊） 床面積（㎡）×2,750円
補修（半壊・床上浸水） 床面積（㎡）×2,300円
補修（一部損壊・床下浸水） 床面積（㎡）×1,400円
※ 1 . 建築・購入につきましては、給付する床面積の上
限が「175㎡」となります。
2 . 補修につきましては、実際に要した補修工事費の
内、消費税の増税に相当する分が上限となります。
3 .『持分割合』とは、再取得住宅の不動産登記上、
住宅全体に対する持分の割合のことです。

説 明 会　9月20日（金）9 : 30 ～
茨城県立県民文化センター 小ホール

問 合 せ　住まいの復興給付金準備事務局
☎ 0570－200－246
ホームページ　http://fukko-kyufu.jp

9月16日（月）、23日（月）は祝日ですが、可燃ごみ（東地区）の収集を行います。

平成25年9月4日
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